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InformationInformation お知らせお知らせ

内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項 予予約　申申込・申請　問問い合わせ ℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

祝日、休日の受付・相談はありません。
ただし、生活不安や仕事の相談は日曜
日も実施する場合があります。

女性のための悩み相談（1人50分）
心理臨床カウンセラー・中井紀子氏
毎月第1～第4火曜日13：00～16：00
予人権室に電話で
人権相談
▽毎週月・水・金曜日9：00～12：00
▽毎週木曜日13：00～16：00
場 上記いずれも市役所5階相談室507
備当日直接
LGBT人権相談　
相談員   トランスジェンダー当事者
11月９日（水）17:00～20:00
予人権室に電話で
場 上記いずれも市役所5階相談室507
人権電話相談（1人30分）
毎月第2・4金曜日17：00～20：00
問人権室
℡06-6992-1512

福祉の総合相談
時①平日9：00~17：30
 ②平日10：00~16：00(表の開催日
時を除く)
③平日(表のとおり)

場 ①市役所7階守口市社会福祉協議会
②藤田事務所(藤田町4-20-1)
③各コミュニティセンター

備当日直接
問守口市社会福祉協議会
℡06-6992-2715

市民相談（11月分） 年
末
調
整
説
明
会
の
お
知
ら
せ

令
和
４
年
度
年
末
調
整
説
明
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
の
で
、
電
話

ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

時
11
月
21
日（
月
）午
後
２
時
〜
４
時

場
門
真
市
民
文
化
会
館（
ル
ミ
エ
ー
ル
ホ
ー

ル
）小
ホ
ー
ル

定
１
５
０
人（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

問
門
真
納
税
協
会

℡
０
６
・
６
９
０
８
・
０
６
３
１

kadom
a@
nk-net.co.jp

適
切
な
受
診
で
医
療
費
の
適
正
化
を

整
骨
院
や
接
骨
院
で
柔
道
整
復
師
に
よ
る

施
術
を
受
け
る
場
合
や
、
は
り
師・き
ゅ
う

師・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
施
術
を

受
け
る
場
合
、
医
療
保
険
を
適
用
で
き
る

ケ
ー
ス
は
限
ら
れ
て
い
ま
す（
下
表
）。

適
切
な
受
診
に
よ
る
医
療
費
の
適
正
化

に
、
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

問
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付

課（
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
。）午
前
９

時
〜
午
後
５
時
30
分
）

℡
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利

国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
を
市
指
定
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
の
自
動
引
き
落
と
し
に
す
れ
ば
、
納
付
し

に
行
く
手
間
が
は
ぶ
け
、
納
付
忘
れ
が
な
く

な
り
ま
す（
翌
年
度
か
ら
も
自
動
更
新
さ
れ

ま
す
）。

市
指
定
金
融
機
関（
郵
便
局
を
含
む
）の
窓

口
で
、
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
預
貯
金
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
・
届
け
出
印

・
被
保
険
者
証

▽
市
役
所
の
窓
口
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み（
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
）で
口
座

新
１
年
生
の
健
康
診
断

令
和
５
年
４
月
に
小
学
校
ま
た
は
義
務
教

育
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
の
い
る
家
庭
へ
、

入
学
前
健
康
診
断
の
実
施
日
時
を
記
載
し
た

は
が
き
を
10
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

本
市
へ
住
民
登
録
を
し
て
い
な
い
場
合

や
、
10
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
場
合
お
よ

び
実
施
日
に
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
保
健

給
食
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
外
国
籍
の
就
学
希
望
者
は
、
学
校

教
育
課
へ
就
学
申
請
が
必
要
で
す
。

当
日
は
、
内
科・
歯
科
検
診
、
視
力
検
査

を
実
施
し
ま
す
。
事
前
に
検
温
の
上
、
マ
ス

ク
を
着
用
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
・
場
通
知
は
が
き
参
照

持
通
知
は
が
き
、
母
子
健
康
手
帳
、
上
靴
、

靴
袋

健
康
診
断
全
般
に
つ
い
て　

問
保
健
給
食
課
学
校
保
健
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
４

歳
末
夜
警
出
陣
式

警
察・
消
防
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
の

も
と
、
市
防
犯
委
員
会
、
市
消
防
団
が
実
施

し
て
い
る
地
域
の
防
犯・
防
火
活
動
に
つ
い

て
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
歳
末
夜
警
活

動
に
向
け
て
決
意
を
新
た
に
し
、
防
犯・
防

火
意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
歳
末
夜
警
出

陣
式
を
実
施
し
ま
す
。

時
11
月
28
日（
月
）午
前
11
時
〜

場
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ス
ク
ウ
ェ
ア

問
危
機
管
理
室

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
９
７

令
和
３
年
度
対
象「
教
育
委
員
会
の
点

検・評
価
に
関
す
る
報
告
書
」を
作
成

市
教
育
委
員
会
で
は
、
法
律
に
基
づ
き
、

毎
年
度
、
本
市
の
教
育
行
政
の
点
検・
評
価

を
行
い
、「
教
育
委
員
会
の
点
検・
評
価
に
関

す
る
報
告
書
」を
作
成
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
前
年
度
の
教
育
行
政
を
振
り
返
り
、
教

育
委
員
会
が
自
己
評
価
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
報
告
書
は
、
市
立
図
書
館・
市
内
各

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー・
守
口
文
化
セ
ン

タ
ー・
市
役
所
１
階
総
合
案
内・
市
役
所
２

階
情
報
コ
ー
ナ
ー・
市
役
所
６
階
教
育
委
員

会
事
務
局
お
よ
び
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

閲
覧
で
き
ま
す
。

守
口
市
学
校
規
模
等
適
正
化
基
本
方

針（
改
訂
版
）の
策
定
お
よ
び
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
結
果
の
公
表

「
守
口
市
学
校
規
模
等
適
正
化
基
本
方
針

（
改
訂
版
）（
案
）」に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
７
月
１
日
か
ら
７
月
31
日
ま
で

実
施
し
た
結
果
、
５
件
の
貴
重
な
意
見
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
の
ご
意
見
を
踏

ま
え
、
新
た
に「
守
口
市
学
校
規
模
等
適
正

化
基
本
方
針（
改
訂
版
）」を
策
定
し
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁

保
険
課
、
保
険
収
納
課
は
、
次
の
日
程
で

平
日
夜
間
と
休
日
に
窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入・
脱
退
の
届
け
出

や
国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
相
談
な
ど
で
、
平
日
の
日
中
に

来
庁
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
付
相
談
は
内
容
に
よ
り
電
話
で
の

対
応
も
可
能
で
す
。
ま
た
、国
民
健
康
保
険・

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
各
種
申
請
は
一

部
を
除
き
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

平
日
夜
間　
11
月
21
日（
月
）・22
日（
火
）・24

日（
木
）・
25
日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
５
時
30

分
〜
８
時

休
日　
11
月
27
日（
日
）午
前
９
時
〜
午
後
１
時

注
平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
の
時
間
帯
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
即
日
の

再
交
付
な
ど
、
一
部
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
。

場
・
問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

振
替
申
請
が
で
き
る「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振

替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

取
り
扱
い
で
き
な
い
金
融
機
関
も
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
〜
１
５
３
８

場
・
問
保
険
収
納
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３
８

医療保険が適用できる場合 注意点

柔道整復師に
よる施術

・ 打撲、ねんざ、挫傷（肉離れ）
など
・ 骨折、脱臼（応急手当の場合
を除き、医師の同意書が必
要）

・肩こり、筋肉疲労は医療保険の適用外です（全額自己負担）。
・ 病院などの保険医療機関で同じ負傷を治療している場合は、医療保険の適用
外です（全額自己負担）。
・ 施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認の上、署名
またはぼ印するとともに、必ず領収書を受け取ってください。

はり師・きゅう
師による施術

神経痛、リウマチ、頸腕症候
群、五十肩、腰痛症、頸椎ね
んざ後遺症など

・医療保険の適用には、医師による同意書または診断書が必要です。
・ 疲労回復や慰安を目的とした施術は医療保険の適用外です（全額自己負担）。
・ 病院などの保険医療機関で同じ疾患を治療している場合は、医療保険の適用
外です（全額自己負担）。
・ 施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認の上、署名
またはぼ印するとともに、必ず領収書を受け取ってください。

あん摩マッサ
ージ指圧師に
よる施術

筋まひ、関節拘縮などで、医
療上マッサージを必要とする
症例

就
学
申
請
に
つ
い
て　

問
学
校
教
育
課

℡
０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
５

問
教
育
総
務
課

℡
０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
２

「
守
口
市
学
校
規
模
等
適
正
化
基
本
方
針

（
改
訂
版
）」お
よ
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
意
見
と
本
市
教
育
員
会
の
考
え
方
に
つ
い

て
は
、
守
口
市
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
教
育
総
務
課

℡
０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
２

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
薬
物
乱
用

10
月
〜
11
月
は
麻
薬・覚
醒
剤・大
麻
乱
用

防
止
運
動
月
間
で
す
。

大
麻
は
心
身
に
さ
ま
ざ
ま
な
悪
影
響
を
及

ぼ
し
ま
す
。
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
薬
物
乱

用
の
な
い
社
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

乱
用
さ
れ
る
薬
物　

麻
薬・
覚
醒
剤・
大
麻・

危
険
ド
ラ
ッ
グ・Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ａ（
錠
剤
型
合
成
麻

薬
）・シ
ン
ナ
ー
な
ど

問
大
阪
府
健
康
医
療
部
生
活
衛
生
室
薬
務
課

℡
０
６
・
６
９
４
１
・
９
０
７
８

毎月 場所 11月
第２火曜日 北部 8日
第３火曜日 錦 15日
第４火曜日 八雲東 22日
第２木曜日 南部エリア 10日
第３木曜日 東部エリア 17日

毎月 場所 12月
第１木曜日 庭窪 1日
時すべて 10:00～12：00

教育委員会マスコット
 もりもり

コ
コ
か
ら
み
て
ね
♪


